
空港土木工設計・測量・地質土質調査・点検業務共通仕様書 平成 31 年４月 正誤表 

誤 正 該当頁 備 考 

表２－１ 設計等に適用する諸基準 

種 別 基準等の名称 発行所名 

・航空局 

基準・要領 

・ICAO基準 

 

 

空港土木施設の設置基準解説 

（平成29年4月一部改訂） 

空港土木施設構造設計要領 

（平成29年4月一部改訂） 

空港舗装設計要領 

（平成29年4月一部改訂） 

空港土木施設耐震設計要領 

（平成27年4月一部改訂） 

空港舗装補修要領   （平成29年4月一部改訂） 

国際民間航空条約第５付属書 

国際民間航空条約第10付属書 

国際民間航空条約第14付属書 

国土交通省航空局 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

国際民間航空条約 

〃 

〃 

 

 

 

 
第２節 路面性状調査 

４－２－１ 通 則 

１）路面性状調査とは、滑走路、誘導路、エプロンのひび割れ、わだち掘れ、平坦性、コンク

リート版の目地部の破損及び段差の実態を調査することをいう。 

路面性状調査について本節に定めのない事項は、「空港舗装補修要領（国土交通省航空

局）」（以下「舗装補修要領」という。）によるものとする。 

 
２）受注者は、調査計画の検討に必要な現地状況を把握するため、現地調査を行わなければな

らない。 

また、現地調査に先立ち、踏査の日程及び作業方法等について調査職員と十分な打合せ

を行わなければならない。 
 

３）路面性状に基づく舗装の調査項目は､以下に示すとおりとする｡ 
 

                            ひび割れ調査 

             アスファルト舗装    わだち掘れ調査 

                         平坦性調査 

   路面性状調査 

                        ひび割れ調査 

             コンクリート舗装   目地部の破損調査 

                        段差の調査 

 

４）受注者は、公的機関及び公益法人が行う性能確認試験に合格した、路面連続撮影記録装置

及び高速縦断プロフィルメータ装置等が正常に作動する測定車を使用しなければならな

い。 

表２－１ 設計等に適用する諸基準 

種 別 基準等の名称 発行所名 

・航空局 

基準・要領 

・ICAO基準 

 

 

陸上空港の施設の設置基準と解説 

（平成31年4月） 

空港土木施設設計要領（施設設計編） 

（平成31年4月） 

空港土木施設設計要領（構造設計編） 

（平成31年4月） 

空港土木施設設計要領（舗装設計編） 

（平成31年4月） 

空港土木施設設計要領（耐震設計編） 

（平成31年4月） 

 

国際民間航空条約第５付属書 

国際民間航空条約第10付属書 

国際民間航空条約第14付属書 

国土交通省航空局 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

国際民間航空条約 

〃 

〃 

 

 
 

第２節 路面性状調査 

４－２－１ 通 則 

１）路面性状調査とは、滑走路、誘導路、エプロンのひび割れ、わだち掘れ、平坦性、コンク

リート版の目地部の破損及び段差の実態を調査することをいう。 

路面性状調査について本節に定めのない事項は、「空港土木施設設計要領（舗装設計編）」

によるものとする。 

 
２）受注者は、調査計画の検討に必要な現地状況を把握するため、現地調査を行わなければな

らない。 

また、現地調査に先立ち、踏査の日程及び作業方法等について調査職員と十分な打合せ

を行わなければならない。 
 

３）路面性状に基づく舗装の調査項目は､以下に示すとおりとする｡ 
 

                            ひび割れ調査 

             アスファルト舗装    わだち掘れ調査 

                         平坦性調査 

   路面性状調査 

                        ひび割れ調査 

             コンクリート舗装   目地部の破損調査 

                        段差の調査 

 

４）受注者は、公的機関及び公益法人が行う性能確認試験に合格した、路面連続撮影記録装置

及び高速縦断プロフィルメータ装置等が正常に作動する路面性状測定車や、設計図書に定

める性能を有するＭＭＳ（Mobile Mapping System）を使用しなければならない。  
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基準体系の見直し

による変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準名称改訂に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空港土木施設設計

要領（舗装設計

編）改訂に伴う修

正 



誤 正 該当頁 備 考 

 
４－２－３ 取りまとめ及び評価（路面性状調査） 

取りまとめ及び評価については「舗装補修要領」による。 

 

 

 
第３節 ＦＷＤ調査 

４－３－１ 通 則 

FWD調査とは、任意の高さから重錘を自由落下させることにより、舗装に衝撃荷重を加えてたわ

み量を測定する、フォーリング・ウェイト・デフレクトメーター（FWD）を用いた非破壊試験によ

って、舗装構造の評価を行うことをいう。 

FWD調査について本節に定めのない事項は、「舗装補修要領」によるものとする。 

 

 

 
４－３－５ 取りまとめ及び評価（FWD調査） 

取りまとめ及び評価については「舗装補修要領」による。 

 

 

 
第４節 熱赤外線調査 

４－４－１ 通 則 

熱赤外線調査とは、熱赤外線画像を用いて、アスファルト舗装の層間剥離を調査するものであ

る。 

熱赤外線調査について本節に定めのない事項は、「舗装補修要領」によるものとする。 

 

 

 

第６節 すべり摩擦係数調査 

４－６－１ 通 則 

すべり摩擦係数調査とは、滑走路舗装面のすべり摩擦係数の測定を行うことをいう。 

すべり摩擦係数調査について本節に定めのない事項は、「舗装補修要領」によるものとする。 

 

 

 

４－６－３ 取りまとめ及び評価（すべり摩擦係数調査） 

取りまとめ及び評価については、「舗装補修要領」による。 

 
４－２－３ 取りまとめ及び評価（路面性状調査） 

取りまとめ及び評価については「空港土木施設設計要領（舗装設計編）」による。 

 

 

 
第３節 ＦＷＤ調査 

４－３－１ 通 則 

FWD調査とは、任意の高さから重錘を自由落下させることにより、舗装に衝撃荷重を加えてたわ

み量を測定する、フォーリング・ウェイト・デフレクトメーター（FWD）を用いた非破壊試験によ

って、舗装構造の評価を行うことをいう。 

FWD調査について本節に定めのない事項は、「空港土木施設設計要領（舗装設計編）」によるも

のとする。 

 

 
４－３－５ 取りまとめ及び評価（FWD調査） 

取りまとめ及び評価については「空港土木施設設計要領（舗装設計編）」による。 

 

 

 
第４節 熱赤外線調査 

４－４－１ 通 則 

熱赤外線調査とは、熱赤外線画像を用いて、アスファルト舗装の層間剥離を調査するものであ

る。 

熱赤外線調査について本節に定めのない事項は、「空港土木施設設計要領（舗装設計編）」に

よるものとする。 

 

 

第６節 すべり摩擦係数調査 

４－６－１ 通 則 

すべり摩擦係数調査とは、滑走路舗装面のすべり摩擦係数の測定を行うことをいう。 

すべり摩擦係数調査について本節に定めのない事項は、「空港土木施設設計要領（舗装設計編）」

によるものとする。 

 

 

４－６－３ 取りまとめ及び評価（すべり摩擦係数調査） 

取りまとめ及び評価については、「空港土木施設設計要領（舗装設計編）」による。 
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基準名称改訂に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準名称改訂に伴

う修正 

 

 

 

基準名称改訂に伴

う修正 

 

 

 

 

 

 

基準名称改訂に伴

う修正 

 

 

 

 

 

基準名称改訂に伴

う修正 

 

 

 

基準名称改訂に伴

う修正 

 

 

 


